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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設計された回路のパターンデータを修正するパターンデータ修正方法において、コンピ
ュータにより、
　図形の種類と、製作されるマスクに対応したレイヤと、座標値とを含む図形データにつ
いて、該図形が内接する矩形の隣り合う２辺の長さである図形サイズを求め、該図形サイ
ズを該図形データに付加し、
　該種類、該レイヤ及び該サイズが同一である該図形データに同一のグループ名を付加す
るすることにより、該図形データをグループ化し、
　選択された図形データを修正した場合、この図形データと同一グループの他の図形デー
タを自動修正する、
　ことを特徴とするパターンデータ修正方法。
【請求項２】
　設計された回路のパターンデータを修正するパターンデータ修正装置において、
　図形の種類と、製作されるマスクに対応したレイヤと、座標値とを含む図形データにつ
いて、該図形が内接する矩形の隣り合う２辺の長さである図形サイズを求め、該図形サイ
ズを該図形データに付加し、
　該種類、該レイヤ及び該サイズが同一である該図形データに同一のグループ名を付加す
るすることにより、該図形データをグループ化し、
　選択された図形データを修正した場合、この図形データと同一グループの他の図形デー
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タを自動修正する、
　コンピュータを有することを特徴とするパターンデータ修正装置。
【請求項３】
　設計された回路のパターンデータを修正するために、コンピュータに対し、
　図形の種類と、製作されるマスクに対応したレイヤと、座標値とを含む図形データにつ
いて、該図形が内接する矩形の隣り合う２辺の長さである図形サイズを求めさせ、該図形
サイズを該図形データに付加させ、
　該種類、該レイヤ及び該サイズが同一である該図形データに同一のグループ名を付加さ
せることにより、該図形データをグループ化させ、
　選択された図形データを修正した場合、この図形データと同一グループの他の図形デー
タを自動修正させる、
　ためのプログラムが記録されたことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、設計された回路のパターンデータを修正するパターンデータ修正方法及び装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体集積回路の多機能化及びパターン高密度化に伴い、設計データ量が増大する傾向に
あり、設計されたパターンデータの修正を短時間で行なうことが要求されている。
【０００３】
図６は、半導体集積回路の設計データのセル配置を視覚的に示す概略ブロック図である。
【０００４】
例えば、半導体集積回路メーカは、チップ全体のセルＴＯＰのうちセルＣ～Ｆを設計し、
外部のある会社にセルＡの設計を依頼し、他の会社にセルＢの設計を依頼し、出来上がっ
たセルＡ及びＢをセルＴＯＰ内に配置する。一般に、設計されたセルＴＯＰ、Ａ及びＢの
ＣＡＤデータのフォーマットは互いに異なり、セルＡ及びＢをセルＴＯＰ内に配置する際
にこれらのフォーマットが統一されたフォーマット、例えばＧＤＳ２フォーマットに変換
される。セルＴＯＰ、Ａ及びＢの中のセル名はそれぞれ独立に付けられており、例えばセ
ルＴＯＰ内のセルＣとセルＡ内のセルＣとは、セル名が同一であってもその内容は異なる
。
【０００５】
図８（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）はそれぞれ、図６中のセルＡ、Ｂ及びＴＯＰの階層構造を
示す。実際にはこれらの階層構造は複雑であるが、説明上、簡単なものが示されている。
【０００６】
セルＡ及びＢをセルＴＯＰ内に配置する際、一般にフォーマットが互いに異なるので、セ
ルＡ及びＢ内が展開されて階層構造が無くなる。
【０００７】
図７は、セルＴＯＰ内にセルＡ及びＢが配置された状態を視覚的に示す。
【０００８】
図９は、図７のセルＴＯＰに含まれる図形データを示す。各セルは、複数の図形データを
含む。
【０００９】
図形は、その種類が矩形（ＲＥＣ）の場合、対角点の座標で表され、種類が多角形（ＰＯ
Ｌ）の場合、各頂点の座標で表され、種類が配線の場合、両端の座標で表される。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
図７において、セルＡ内の図形を修正する場合、セルＡのデータをセルＴＯＰのファイル
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から抽出して別ファイルとし、表示画像を見ながら入力装置を操作して、修正すべき図形
を選択し修正を行なう。
【００１１】
しかし、例えば同一サイズのコンタクトホールパターンを１００個を修正する場合、１個
ずつ修正しなければならず、１個当たりの修正時間が約１０秒である場合、１００個修正
すると全修正時間は約２０分となる。セルＴＯＰからセルＡとＢの図形データを抽出し、
これらを１つの別ファイルとし、セルＡ及びＢに含まれている複数の同一図形を修正する
場合についても同様である。
【００１２】
本発明の目的は、このような問題点に鑑み、設計された回路のパターンデータをより短時
間で修正することが可能なパターンデータ修正方法及び装置を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段及びその作用効果】
本発明では、設計された回路のパターンデータを修正するパターンデータ修正方法におい
て、コンピュータにより、
同一図形データを同一グループにすることにより図形データをグループ化し、
選択された図形データを修正した場合、この図形データと同一グループの他の図形データ
を自動修正する。
【００１４】
この方法によれば、グループ化と自動修正とにより、設計された回路のパターンデータを
より短時間で修正することができる。
【００１５】
本発明の他の目的、構成及び効果は以下の説明から明らかになる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１７】
［第１実施形態］
図１は、本発明の第１実施形態のパターンデータ修正装置を示す概略ブロック図である。
【００１８】
この装置は、パターン修正プログラムがインストールされたコンピュータであるパターン
修正処理装置１０に、入力装置１１、表示装置１２、記憶装置１３及び１４が接続された
システムである。
【００１９】
記憶装置１３には、例えば図７に示すセルＴＯＰの設計データが格納されており、より具
体的には図９に示すような図形データが格納されている。
【００２０】
表示装置１２の表示を見ながら入力装置１１を操作して、セルＴＯＰに含まれている例え
ばセルＡ及びＢを修正対象として選択する。パターン修正処理装置１０はこれに応答して
、図４に示す処理を行なう。すなわち、パターン修正処理装置１０は、セルＡ及びＢをセ
ルＴＯＰから抽出し、これを別ファイルとして記憶装置１４に格納し、記憶装置１４に格
納されている図９に示す図形データに対し、サイズ及びグループのデータを付加し、図２
に示すようなデータを作成する。
【００２１】
図３（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）はそれぞれ、矩形ＲＥＣ、多角形ＰＯＬ及び配線ＰＴＨの
サイズを示す。
【００２２】
矩形ＲＥＣのサイズは、横及び縦の長さがＷ１及びＨ１である。多角形ＰＯＬのサイズは
、これが内接される矩形の横及び縦の長さＷ２及びＨ２である。配線ＰＴＨのサイズは、
線の長さＬ１であり、線幅の値はレイヤ毎に統一して与えられている。
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【００２３】
マスクは、レイヤ毎に製作される。
【００２４】
図形の種類、レイヤ及びサイズが同一である場合、同一グループ名を付与する。例えばＮ
Ｏ．１とＮＯ．３は図形の種類、レイヤ及びサイズが同一であり、同一グループ名Ｇ１が
付与されている。
【００２５】
次に、図４のグループ化処理を説明する。
【００２６】
（Ｓ１）セルＡ及びＢをセルＴＯＰから抽出し、これを別ファイルとして記憶装置１４に
格納する。
【００２７】
（Ｓ２）このファイルから、次の図形データを１つ取り出す。最初は、図２中のＮＯ．１
の図形データを取り出す。
【００２８】
（Ｓ３）取り出すべき図形データがなければ処理を終了し、そうでなければステップＳ４
へ進む。
【００２９】
（Ｓ４）この図形データにグループ名が付与されていればステップＳ２へ戻り、そうでな
ければステップＳ５へ進む。
【００３０】
（Ｓ５）ステップＳ２で取り出した図形データにグループ名を付与する。例えば図２中の
ＮＯ．１の図形に対しグループ名Ｇ１を付与する。
【００３１】
（Ｓ６）この図形データと図形の種類、レイヤ及びサイズが一致する図形データを検索す
る。
【００３２】
（Ｓ７）一致する図形データがなければステップＳ２へ戻り、あればステップＳ８へ進む
。
【００３３】
（Ｓ８）一致する図形データに対し、ステップＳ５で付与したグループ名と同一のグルー
プ名を付与する。例えば図２のＮＯ．３の図形データがＮＯ．１のそれに一致する場合、
ＮＯ．３の図形データにグループ名Ｇ１を付与する。
【００３４】
ステップＳ２へ戻り、前回の次の図形データ、例えばＮＯ．２の図形データを取り出す。
【００３５】
このようなグループ化処理が終了した後、図５に示す修正処理がパターン修正処理装置１
０により行なわれる。
【００３６】
（Ｓ１０）操作者は、表示装置１２の表示を見ながら入力装置１１を操作して、修正対象
の図形を選択し修正する。
【００３７】
（Ｓ１１）ステップＳ１０で修正した図形と同一グループ名の図形が図２中に存在すれば
ステップＳ１２へ進み、そうでなければこの選択図形に対する修正処理を終了する。
【００３８】
（Ｓ１２）同一グループの図形をステップＳ１０と同様に修正する。この修正はパターン
修正処理装置１０により自動的に行われる。
【００３９】
例えばステップＳ１０で一辺が１μｍの矩形コンタクトホールパターンを一辺が０．９μ
ｍの矩形に操作者が修正した場合、これと同一図形がパターン修正処理装置１０により自
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間で行なわれる。例えば１００個の同一図形を修正するのに１個あたり約１０秒かかり、
従来では全体として約２０分かかったものが、本実施形態によれば約１０秒で全修正が行
なわれる。
【００４０】
図１において、記憶装置１３に格納されているセルＴＯＰ内のセルＡ及びＢは、この修正
後、記憶装置１４内のセルＡ及びＢと置き換えられる。この際、サイズ及びグループのデ
ータが削除される。このサイズ及びグループのデータは記憶装置１４に格納され、再度セ
ルＡ及びＢが修正対象として選択された場合にはこのデータが用いられる。
【００４１】
なお、本発明には外にも種々の変形例が含まれる。
【００４２】
例えば、ポリゴンデータの場合には上記サイズの替わりに、その始点座標が（０，０）と
なるように図形を平行移動したときの座標値を用いてもよい。また、修正のためにセルＴ
ＯＰから抽出されるセルは１つ以上であればよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態のパターンデータ修正装置を示す概略ブロック図である。
【図２】修正対象のセルに含まれる図形データの説明図である。
【図３】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）はそれぞれ、矩形、多角形及び配線のサイズを説明す
る図である。
【図４】図１のパターン修正処理装置１０により実行されるグループ化処理の手順を示す
フローチャートである。
【図５】図４の処理に続いて図１のパターン修正処理装置１０により実行されるパターン
修正処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】従来の、半導体集積回路のセル配置を視覚的に示す概略ブロック図である。
【図７】従来の、セルＴＯＰ内にセルＡ及びＢが配置された状態を視覚的に示す図である
。
【図８】（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）はそれぞれ、図６中のセルＡ、Ｂ及びＴＯＰの階層構
造を示す図である。
【図９】図７のセルＴＯＰに含まれる図形データの説明図である。
【符号の説明】
１０　パターン修正処理装置
１１　入力装置
１２　表示装置
１３、１４　記憶装置
Ａ～Ｆ、ＴＯＰ　セル
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